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                             平成１９年２月１日 

                             条 例 第 ６ 号 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合職員定数条例 

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３項の規

定に基づき、熊本県後期高齢者医療広域連合の職員の定数に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で「職員」とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に規

定する一般職の職員で常時勤務に服するものをいう。ただし、臨時の職に任用され

る職員を除くものとする。 

 （定数） 

第３条 広域連合長の事務局職員の定数は、３２人とする｡ 

（定数外の職員） 

第４条 休職中の職員は、これを定数外とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する｡ 

附 則（令和元年１１月１８日条例第２号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


